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平成２５年第１０回教育委員会会議録 

日時：平成２５年５月２０日（月） 

 午後２時開会 

場所：教育委員会室 

 

出席委員   委 員 長  中 湖   喬 

職務代理者  石 井 雅 子 

       委   員  坪 井   守 

       委   員  松 本 昭 彦 

       教 育 長  中 野 和 代 

出 席 者     

       教育次長               中 村 光 一 

       学校教育・人権教育担当理事      山 本 成 之  

教育総務担当参事（兼） 

教育総務課長（兼）香良洲教育事務所長 市 川 昭 子 

教育総務課教育財産管理担当副参事 

（兼）施設担当副参事         小 林 雅 治 

学校教育課長             長 井 一 哉 

学校教育課保健・給食担当副参事 

（兼）中央学校給食センター所長    土 性 智 樹 

学校教育課保健・給食担当副参事    丸 山 美由紀 

教育研究支援課長（兼）教育研究所長  荻 原 くるみ 

人権教育課長             川 合 陽一郎 

生涯学習課長（兼）津城跡整備活用 

推進担当副参事            野 田 剛 史 

生涯学習課青尐年担当副参事 

（兼）青尐年センター所長        中 谷 初 男 

生涯学習課公民館事業担当副参事 

（兼）中央公民館長           竹 内 正 巳 

津図書館長（兼）津図書館図書事務長  中 川 和 則 

       久居教育事務所長           高 尾   明 

       安濃教育事務所長（兼）河芸教育事務所長・ 

       芸濃教育事務所長・美里教育事務所長  竹 村   健   

白山教育事務所長（兼） 

一志教育事務所長・美杉教育事務所長  滝   加寿代  
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中湖委員長 それでは、本日の議案等、概要説明をお願いします。 

 

教育長 本日の議案等につきまして、概要を説明します。まず、第２４号 津市

通学区域審議会委員の一部委嘱替えについて、第２５号 津市学校給食事務改革

推進協議会について、第２６号 平成２５年度津市一般会計補正予算（第１号）

＜教委所管分＞について、第２７号 工事請負契約について 神戸小学校、第２

８号 工事請負契約について 久居東中学校、第２９号 工事請負契約について 

白塚小学校、第３０号 工事請負契約について 一身田中学校、第３１号 工事

請負契約について 高岡小学校 ８件の議案について、御審議をお願いします。

詳しい内容につきましては、担当課長から説明させていただきますので、宜しく

お願いします。 

 

中湖委員長 それでは、本日の議案は、議案第２４号から議案第３１号までの議

案８件です。このうち、議案第２６号から議案第３１号の６件につきましては、

津市教育委員会会議規則第１６条第１項第２号の規定に該当するため非公開とし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

各委員 異議なし 

 

中湖委員長 それでは、議案第２６号から議案第３１号の６件につきましては、

非公開と決定します。 

 

議案第２６号 平成２５年度津市一般会計補正予算（第１号）＜教委所管分＞に

ついて 

議案第２６号 非公開で開催 

議案第２６号 原案可決 

 

議案第２７号 工事請負契約について（神戸小学校）  

議案第２７号 非公開で開催 

議案第２７号 原案可決 

 

議案第２８号 工事請負契約について（久居東中学校） 

議案第２８号 非公開で開催 

議案第２８号 原案可決 
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議案第２９号 工事請負契約について（白塚小学校） 

議案第２９号 非公開で開催 

議案第２９号 原案可決 

 

議案第３０号 工事請負契約について（一身田中学校） 

議案第３０号 非公開で開催 

議案第３０号 原案可決 

 

議案第３１号 工事請負契約について（高岡小学校） 

議案第３１号 非公開で開催 

議案第３１号 原案可決 

 

中湖委員長 それでは、議事に入ります。議案第２４号 津市通学区域審議会委

員の一部委嘱替えについて、事務局から説明をお願いします。 

 学校教育課長 

 

学校教育課長 議案第２４号 津市通学区域審議会員の一部委嘱替えについて、 

御審議をお願いします。本審議会の委員については、津市通学区域審議会条例第

４条第１項により、２年の任期となっていますが、年度が改まり、委員の退職等

により、委嘱替えをお願いするもので、補欠の委員の任期は、同条例第４条第１

項により、前任者の残任期間となっております。委員の候補として、提出議案資

料の１ページ「津市通学区域審議会委員（案）」をご覧ください。委員は、新任、

継続を含め、１５名で構成されておりますが、名簿中１名の委員が委嘱替えの候

補となっております。委嘱替え委員の内訳としましては、資料２ページの「平成

２５年度委嘱替え委員新旧対照表」を御覧ください。職務上の理由で任期満了し、

交代した委員に替わり、教諭１名の推薦を受けています。今回の委嘱替えにより、

委員の構成等は、特に変更はございません。資料３ページを御覧ください。「津市

通学区域審議会条例」第４条第１項により、委嘱替えによる補欠委員の任期は、

前任者の残任期間と定められていますので、委嘱期間は平成２６年１２月２３日

までとなります。以上でございます。よろしく御審議をお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 

各委員 異議なし。 

中湖委員長 それでは、議案第２４号 津市通学区域審議会委員の一部委嘱替 
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えについて、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし 

 

中湖委員長 御異議なきようですので、議案第２４号 津市通学区域審議会委 

員の一部委嘱替えについて、原案どおり承認します。 

 

中湖委員長 次に、第２５号 津市学校給食事務改革推進協議会について、事 

務局より説明をお願いします。 

 教育総務担当参事 

 

教育総務担当参事  議案第２５号 津市学校給食事務改革推進協議会について、

説明申し上げます。資料「津市学校給食事務改革推進協議会について（案）」を御

覧ください。今年の２月に津市学校給食協会におきまして当該協会の職員による

不正経理が発覚し、今後このようなことが再び発生しないよう事務執行体制等を

見直し、市民の信頼回復に向けていかなければなりません。それには、市教育委

員会が所掌する学校給食に関する事務について、現在の学校給食事務の抜本的な

改革が必要でございます。そこで、効率的かつ的確に処理するための学校給食事

務改革推進案を作成するための組織を設置しようとするものでございます。まず

第１ 名称につきましては、津市学校給食事務改革推進協議会とするものでござ

います。第２ 目的につきましては先程申し上げましたとおりでございます。第

３ 所掌事項につきましては、１点目といたしまして、学校給食事務の現状等に

係る調査、研究に関すること、２点目といたしまして、学校給食用物資の調達の

在り方に関すること、３点目といたしまして、学校給食に係る会計処理の在り方

に関することなどでございます。第４ 構成につきましては、委員５人で構成し、

委員は教育委員会委員をもって充てるとするものでございます。第５ 任期につ

きましては、平成２５年１２月３１日までとするものでございます。第６ 除斥

につきましては、この会議を開催するに当たりまして、津市学校給食協会に関す

る事項につきましては、教育長は除斥とさせていただくものでございます。ただ

し、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言できるとするもので

ございます。第７ 意見等につきましては、協議会会長は、必要があると認める

ときは、関係者等を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができるとする

ものでございます。第８ 検討会につきましては、学校給食事務改革推進案につ

いて検討し、協議会に対して意見を述べるため、協議会に津市学校給食事務改革

推進検討会を設置しようとするものでございます。この検討会の所掌事項につき

ましては、学校給食事務改革推進案についての協議又は検討に関することなどで
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ございます。また、検討会は、委員１５人以内で構成し、委員は、保護者の代表

者、小中学校長の代表者、栄養教諭の代表者、識見を有する者、その他協議会会

長が必要と認める者とし、教育長が委嘱し、又は任命するものでございます。第

９ プロジェクトチームにつきましては、学校給食事務改革推進案の検討に当た

り、その検討を支援するため、検討会に津市学校給食事務改革推進プロジェクト

チームを設置しようとするものでございます。この推進プロジェクトチームの所

掌事項につきましては、学校給食事務の現状、学校給食用物資の調達の在り方、

学校給食の会計の在り方、その他学校給食事務に係る調査研究に関することでご

ざいます。また、推進プロジェクトチームは、政策財務部、総務部、会計管理室

及び教育委員会事務局の職員をもって構成し、教育次長を議長としようとするも

のでございます。第１０ 庶務につきましては、教育総務課とするものでござい

ます。続きまして、２枚目の資料「学校給食事務改革推進案の作成体制」をご覧

ください。先程ご説明申し上げましたことを図示したものでございまして、この

ような体制で学校給食事務改革推進案の作成に取り組んでいくものでございます。

以上で説明を終わります。御審査の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 坪井委員 

 

坪井委員 教育委員会の後に推進協議会があるので、そこで詳しく説明があると

思いますが、一応確認ということで質問します。おそらく短期間の間にこういう

ことをやっていくわけですが、大きくは３つの組織で三段階でやっていき、この

半年間ぐらいを目途に議会への提言ということですが、実際はどの辺りがすごく

エネルギーが要る組織になるんでしょうか。メンバーをみていくと、プロジェク

トチームもいろんな部署から来ていただきますので、プロジェクトチームかなと

いう感じがするのですが。それが、まず１点です。それから、目的が、改革推進

案を作成するということですが、資料作成するというのが、大きな目的のように

とらえられてしまって、改革をしていくということであれば、資料を作ってどう

していくというのが目的ではないかと、資料作成で止まってしまっているのでは

ないかなと。そうではなくて、作成したことを基に、何かをしていくのではない

かなという思いがあるので、この辺りは、ここできちんと説明いただく必要はな

いかもしれませんが、推進協議会の時には説明していただけたらなと思います。

３つ目は、こうした動きを、教育委員会だけでやっているというような感じでは

なくて、やっているということを尐しずつ保護者の方やあるいは市民の方に啓発

というかそんなことは考えてみえるのか、以上３点についてお願いします。 
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中湖委員長 教育次長の方からお願いします。 

 

教育次長 まず第１点目の、どの辺りが力が要るのかということですが、協議会

と検討会とプロジェクトチームがあり、このプロジェクトチームが、まず案を出

していくのはやっぱり事務局かなと思います。当然、この事務局案をまず作成し

て、それをプロジェクトチームで揉んでいただくという形に実際上はなるのかな

と思います。まずその案を作り上げる事務局の作業で、私達事務方としては力が

要るのかなと思います。とは言うものの、これはあくまでもたたき台であって、

それを、協議いただくというのは、やはり、その図式でいう真ん中の検討会、こ

こには外部の方も入っていただいて、御協議いただきますので、当然そこもオー

プンとなりますので、その辺りでいろんな御意見をいただいたら、それに対する

対応をし、その中でまとめていくというような内容です。そうした案を受けて、

協議会で、外部の方に入っていただいてまとめていただいた対策案を、最終的な

案としての検討をしていただくのが協議会ということで、作業としては、事務方

の部分が多いと思いますが、協議いただくのは、いずれの段階においても、活発

な御意見をいただけたらなと思います。それから、改革推進案を作成することを

目標にするのではなく、実際にそれを基に動かしていくというのが目的というの

は、おっしゃるとおりでございますが、ただ、この協議会は改革案をつくること

を目的にしていただけたらなと思います。その案を実際にまとめて推進していく

のは教育委員会ということとになると考えています。それから、啓発ですが、当

然この協議会ができましたら、この後の会議でお認めいただくのですが、会議そ

のものも公開していこうと考えていますし、出来上がった案、もしくは途中経過

であっても市議会の方へは報告していこうと思いますし、それから、ＰＴＡの方

にも参加していただいて御協議いただきますので、必要があればその都度ＰＴＡ

の役員会などでも話をすることを考えておりますので、機会を捉えて皆さんから

の御意見をいただければなと思っています。 

 

中湖委員長 他に御質問ありませんか。 

 

各委員 意義なし。 

 

中湖委員長 御異議なきようですので、議案第２５号 津市学校給食事務改革推

進協議会について、原案どおり承認します。 
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中湖委員長 それでは、議事に入ります。議案第２６号、平成２５年度津市一般

会計補正予算（第１号）＜教委所管分＞について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 教育総務担当参事 

 

教育総務担当参事 議案第２６号 平成２５年度津市一般会計補正予算（第１号）

＜教委所管分＞につきまして説明させていただきます。資料の１ページを御覧く

ださい。第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１６万円を追加し、

歳入歳出の総額を１０９億４５０万２千円としようとするものでございます。資

料の５ページを御覧ください。歳出 第１０款 教育費、第１項 教育総務費、

第３目の教育振興費は、人権教育関係事業の８６万円の増額で、県の委託事業で

あります子ども支援ネットワーク構築事業にかかる講師謝金及び消耗品費等の需

用費が主なものでございます。第２項 小学校費、第２目の教育振興費は、教育

指導活動支援事業の３０万円の増額で、平成２４年度に申出を受けました寄付金

を活用し実施するブックキャラバン事業にかかる図書購入費の計上でございます。

以上で説明を終わります。宜しく御審議のほどお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 教育総務担当参事 

 

教育総務担当参事 なお、今回の６月補正に関わりまして、今から資料をお配り

させていただきます。去る５月１５日に、国の平成２５年度予算が成立しました。

只今お配りしました資料に掲載の４件につきましては、いずれも国の財源を伴う

ものでございます。教育委員会として、財政部局に対しまして提案を行っている

ものでございますが、国の財源を伴うものでありますことから、現在保留扱いと

なっているものでございます。現在、財政部局におきまして、６月議会への追加

上程なども含め、今後の予算の対応を検討いただいているところですので、本日

の教育委員会において内容の説明をさせていただき、追加上程となった場合には、

御承認いただいたものとして取り扱いの方をさせていただきたいと思いますので、

宜しくお願いします。まず、１番について説明させていただきます。第１０款 教

育費、第１項 教育総務費、第３目 教育振興費の教育総合支援事業でございま

す。こちらは、地域による学力向上支援事業に対して補助金を交付するもので、

既に当初予算において、予算措置はなされておりますが、国の平成２５年度予算

成立に伴う財源更正でございます。次に、２番について説明させていただきます。

第１０款 教育費、第１項 教育総務費、第３目 教育振興費の人権教育関係事
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業でございます。こちらは、園児・児童・生徒に対して日本語の初期指導や、保

護者に対する通訳や翻訳を行う事業等に対して補助金が交付されるもので、これ

も既に当初予算において、予算措置はなされておりますが、国の平成２５年度予

算成立に伴う財源更正でございます。次に、３番について説明させていただきま

す。第１０款 教育費、第１項 教育総務費、第３目 教育振興費の人権教育関

係事業は８５万８千円の増額で、人権教育総合推進地域事業にかかる講師謝金及

び消耗品費等の需用費が主なものでございます。次に、４番についてご説明させ

ていただきます。第１０款 教育費、第３項 中学校費、第２目 教育振興費の

教育研究推進事業は２５万円の増額で、コミュニティスクール研究推進事業にか

かる講師謝金及び旅費が主なものでございます。以上で説明を終わります。宜し

く御審議のほどお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 坪井委員 

 

坪井委員 １番の地域による学力向上支援事業補助金ですが、今までにおそらく

説明を受けたと思いますが、事業内容はどんなものか。国３分の１、県３分の１

ということは、市も３分の１持つという事業なのかそれが１点、２番もおそらく

同じことだと思いますが、４番のコミュニティスクール推進事業委託金というの

はどこか指定校があって、その謝金か何かですか。 

 

教育研究支援課長 まず一つめの地域による学力向上支援事業補助金といいます

のは、これは県がつけた名前で、市の事業としましては、輝きプロジェクト事業

の２階部分の予算でございます。ですので、もう当初で認められている予算で、

今回歳入として、国、県３分の１ずつ入ってくるというものでございます。国の

方は県の事業名で、国の方としては学校支援地域本部事業が補助金に変わった事

業ですございます。それから４つめの、中学校費のコミュニティスクール推進事

業委託金というのは、これは実は南が丘中学校でコミュニティスクールを研究し

ていこうという委託費でございます。もうすでに、南が丘中学校は小学校と一緒

になって、学校運営協議会という Mｅ（通称：ミー 南が丘地域教育委員会）の

委員会の中に入ってやっているんですけれども、今の段階だとまだ、小学校のお

手伝いをしているような関係の事業になっているので、中学校でのコミュニティ

事業というとこを、研究した上で、津市全体にこの考え方を広めるための、ステ

ップにしたいと考えています。南が丘中学校に指定をするという事業でございま

す。 
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人権教育課長 就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金制度について

説明させていただきます。これにつきましては、市川参事も申し上げましたよう

に、当初予算で初期適応する子ども達に対する予算が、約２２５万円ほど盛って

あります。その中で、国３分の１、県３分の１を１５０万円、後ほど市の方へ入

れていただくということになっております。特に、きずな教室という教室を設け

ておるんですけれども、その中で、約３ヶ月ほど、３年生を指導いたしましたと

ころ、学校へ戻りまして、高校へ進学いたしました。そのような取組を行ってお

ります。 

 

中湖委員長 他に御質問等ございませんか。 

 

各委員 異議なし。 

 

中湖委員長 それでは、議案第２６号 平成２５年度津市一般会計補正予算（第

１号）＜教委所管分＞については、原案どおり承認することとしてよろしいです

か。 

 

各委員 異議なし 

 

中湖委員長 それでは、議案第２６号 平成２５年度津市一般会計補正予算（第

１号）＜教委所管分＞については、原案どおり承認することとします。 

 

中湖委員長 次に、議案第２７号 工事請負契約について（神戸小学校）につい

て事務局から説明をお願いします。 

 教育総務課教育財産管理担当副参事 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 議案第２７号 工事請負契約 神戸小学校

について、説明させていただきます。お手元の議案書及び次のページ参考１を御

覧ください。工事名、平成２５年度営教総補第１号津市立神戸小学校大規模改造

（第二期）工事につきましては、去る５月９日に入札があり、落札者、カネナカ

建設株式会社と１億６７，４７万５千円で契約を締結しようとするものでござい

ます。しかしながら、契約を締結する前には、工事設計に係る予定価格が１億５

千万円以上の工事の契約に関しましては、議会の議決に付さなければならないこ

とが条例で定められていますので、この６月市議会に議案として上程を行う予定

でございます。また、今回の工事は、第二期工事でございますが、第一期工事を
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昨年行っていまして、昨年までは、総務部の調達契約課が契約部門として市議会

への議案上程を行っていましたが、今年度からは、予算執行課が議案上程を行う

こととになりましたので、今回議案として上程をさせていただきましたものでご

ざいます。次のページの参考２から４をご覧ください。工事の概要といたしまし

ては、普通教室北棟の全部の内外装の改修を行う内容でございます。工事監理は、

全て建設部営繕課が行います。以上で説明を終わらせて頂きます。宜しく御審議

のほどお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 石井委員 

 

石井委員 神戸小学校に関しては、老朽化ということでよろしいでしょうか。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 はい、そうです。 

 

中湖委員長 他に、御質問よろしいでしょうか。 

それでは、議案第２７号 工事請負契約 神戸小学校については、原案どおり

承認することとしてよろしいですか。 

 

各委員 異議なし。 

 

中湖委員長 それでは、議案第２７号 工事請負契約 神戸小学校について、原

案どおり承認することとします。 

 

中湖委員長 次に、議案第２８号 工事請負契約 久居東中学校についてについ

て、事務局から説明をお願いします。 

 教育総務課教育財産管理担当副参事 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 議案第２８号 工事請負契約 久居東中学

校 について、説明させていただきます。お手元の議案書のとおり、工事名、平

成２５年度営教総補第４号津市立久居東中学校教室棟増築その他工事として、株

式会社宇戸平工務店と１億７２，１７万６００円で契約を締結しようとするもの

でございます。なお、以下の議案につきましては、先程の議案第２７号と重複す

る事項「上程理由、入札日、工事監理」につきましては、割愛させていただきた

いと思います。参考２から４を御覧ください。工事の概要としましては、教室棟
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の東側に鉄筋コンクリート造４階建てを増築いたします。配置は普通教室を４教

室と昇降機・多目的便所の配置でございます。また、駐輪場の増築も行います。

教室棟及び屋内運動場便所の改修も併せて行う内容となってございます。以上で

説明を終わらせて頂きます。宜しく御審議のほどお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 石井委員 

 

石井委員 教育委員会の方で答えられないかと思いますが、この工事の入札に関

して、１位と２位との金額の差が千円ということで、ちょっと不信なものを感じ

るところがあるんですが、この入札の金額が企業努力としてなしえているのか、

ちょっとした問題があるのではないかどうか、教育委員会では分かりかねるとは

思うんですが、その辺りをもしお答えいただけるならお願いします。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 入札行為でございまして、私どもには分ら

ないところです。 

 

中湖委員長 落札価格は予定価格というのがありますが、工事予定価格はいくら

くらいになりますか。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 予定価格につきましては、下の行の２つめ

に、予定価格として、１億８，８７２万３千円と提示させていただいています。 

 

中湖委員長 他に御質問等ありませんか。では、議案２８号 工事請負契約 久

居東中学校 について、原案どおり承認することとしてよろしいですか。 

 

各委員 異議なし 

 

中湖委員長 それでは、議案第２８号 工事請負契約 久居東中学校 について

原案どおり承認することとします。 

  

中湖委員長 次に、議案第２９号 工事請負契約について 白塚小学校 事務局

から説明をお願いします。  

 教育総務課教育財産管理担当副参事 
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教育総務課教育財産管理担当副参事 議案第２９号 工事請負契約 白塚小学校

について、説明させていただきます。お手元の議案書のとおり、工事名、平成２

５年度営教総補第２号津市立白塚小学校大規模改造（第二期）工事として、三重

農林建設株式会社と２億３０，４４万５，６００円で契約を締結しようとするも

のでございます。参考２から４を御覧ください。工事の概要としましては、普通

教室・管理棟及びプール附属棟の全部の内外装の改修を行う内容となっておりま

す。以上で説明を終わります。宜しく御審議のほどお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 

中湖委員長 議案第２９号 工事請負契約 白塚小学校について、原案どおり承

認することとしてよろしいですか。 

 

各委員 異議なし 

 

中湖委員長 御異議ないようですので、議案第２９号 工事請負契約 白塚小学

校について原案どおり承認することとします。 

 

中湖委員長 続きまして、議案第３０号 工事請負契約について、一身田中学校

を事務局から説明をお願いします。 

 教育総務課教育財産管理担当副参事 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 議案第３０号 工事請負契約 一身田中学

校につきまして、説明させていただきます。お手元の議案書のとおり、工事名、

平成２５年度営教総補第３号津市立一身中学校大規模改造（第二期）工事として、

杉谷建設株式会社と２億５９，１２万２，１５０円で契約を締結しようとするも

のでございます。参考２から４を御覧ください。工事の概要といたしましては、

普通教室中棟及び管理棟の全部の内外装の改修を行う内容となっております。以

上で説明を終わります。宜しく御審議のほどお願いします。 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

  

中湖委員長 議案第３０号 工事請負契約 一身田中学校について、原案どおり

承認してよろしいですか。 
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各委員 異議なし。 

 

中湖委員長 御異議ないようですので、議案第３０号 工事請負契約 一身田中

学校について原案どおり承認することとします。 

 

中湖委員長 次に、議案第３１号 工事請負契約について、高岡小学校を事務局

から説明をお願いします。 

 教育総務課教育財産管理担当副参事 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 議案第３１号 工事請負契約 高岡小学校

につきまして、説明させていただきます。お手元の議案書のとおり、工事名、平

成２５年度営教総補第５号津市立高岡小学校改修工事として、安濃建設株式会社

と３億４４，９１万２，４００円で契約を締結しようとするものでございます。

参考２から４を御覧ください。工事の概要といたしましては、普通教室棟全部及

び特別教室棟の一部の内外装の改修及び昇降機棟の増築を行う内容となっており

ます。また、屋内運動場便所及びプール附属棟便所の改修も併せて行う内容とな

っております。以上で説明を終わります。宜しく御審議のほどお願いします。 

 

中湖委員長 ありがとうございました。説明は以上ですが、御質問等ございませ

んか。 

 石井委員 

 

石井委員 今説明いただいた高岡小学校は、随分大きいものになろうかと思うん

ですけれども、これは、統廃合によるものというふうに考えてよろしいでしょう

か。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 おっしゃるとおり、一志地域の３小学校の

統合による改修です。 

 

石井委員 委員長、引き続いてよろしいでしょうか。 

 

中湖委員長 はい、どうぞ。 

 

石井委員 以上５件の、工事のことについてお話いただいたんですけれども、老

朽化ですとか、増築ですとか、また改修も含めてこれから先、津市の学校をいろ

いろと直していかないといけないところがあろうと思うんですが、この計画みた
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いなものは、できているんでしょうか。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事 実を言うと、大規模は老朽化が大変進んで

おりますので、主としては大規模改造工事をこれから定期計画的にやっていきた

いと思っています。そして、その中での方向としては、これからの小中一環教育

の統合を含めた施設改修と併せて、改修という名目を進めさせていただいており

ます。 

 

中湖委員長 他に御質問等ございませんか。 

 

学校教育課長 委員長、只今の一志地域高岡小学校の件でございますが、一志地

域は４校の小学校がありまして、それを２校に再編ということで、必ずしも統合

というばかりではないというところから、一志地域におきましては、再編という

ことで提案をしています。 

 

坪井委員 先程石井委員がおっしゃられた事とも関わって、感想ですが、こない

だ神戸小学校に寄らせていただいたら、屋上に太陽光パネルが設置してあって、

そして２階の廊下には、見える化でどれだけの熱量があるのか分かるという、環

境にもやさしいというか、そういう学習もされていました。ある市だったか、自

分のところで太陽光パネルを購入して設置するのではなく、屋上を企業に貸して、

そしてそこで企業のパネルを使って、その貸借料というか、使用料をいただくと

いうことをやっていました。神戸小学校の場合は、太陽光パネルも購入して設置

されたというお話を聞いたんですが、大きな市によっては小学校、中学校の屋上

を貸しているという話があります。予算の獲得が大変ということになれば、学校

が設置するから学校に売電料がもらえるというわけではないかもしれませんが、

今後のことを考えると、そういうことも視野に入れて、やっていくことも考えら

れないかなと思いました。神戸小学校の時に感じましたので、尐し契約とは違う

話かもしれませんが・・・。これは、私の感想です。 

 

中湖委員長 他に御質問ございませんか。 

 

中湖委員長 ないようですので、議案第３１号 工事請負契約 高岡小学校につ

きまして、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 
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中湖委員長 それでは、御異議なきようですので、議案第３１号 工事請負契約 

高岡小学校につきまして、原案どおり承認することとします。 

 

 

 

 


